
 

 
 

 

東

京

都

公

害

防

止

資

金

貸

付

け

等

に

関

す

る

規

則

を

廃

止

す

 

 
 

 

る

規

則

 

 

東

京

都

公

害

防

止

資

金

貸

付

け

等

に

関

す

る

規

則

（

平

成

元

年

東

京

都

規

則

第

百

二

十

号

）

は

、

廃

止

す

る

。

 

 
 

 

附

 
則

 

１

 

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

現

に

こ

の

規

則

に

よ

る

廃

止

前

の

東

京

都

公

害

防

止

資

金

貸

付

け

等

に

関

す

る

規

則

（

以

下

「

旧

規

則

」

と

い

う

。

 

）

に

基

づ

き

貸

付

け

又

は

融

資

あ

っ

せ

ん

に

よ

る

融

資

を

受

け

て

い

る

資

金

に

つ

い

て

は

、

旧

規

則

の

規

定

は

、

な

お

効

力

を

有

す

る

。

 


